
東通村地域防災計画（原子力編）修正の概要 

 東通村地域防災計画（原子力編）は、平成１６年３月に作成し、福島
第一原発事故を踏まえた関係法令の修正、原子力災害対策指針の策定、
青森県地域防災計画（原子力編）の修正に基づき、平成２５年３月に修
正している。 

この度、関係法令及び原子力災害対策指針において、さらなる修正が
なされ、平成２６年２月に青森県地域防災計画（原子力編）が修正され
たため、東通村地域防災計画についてもこれらを踏まえ修正するもので
ある。 

今回の修正の主な内容 

○緊急事態区分等 

○緊急時モニタリング 

○安定ヨウ素剤の配布・服用 

○要配慮者、避難行動要支援者 

○施設敷地緊急事態要避難者 

○語句修正等 
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緊急事態区分等 

 警戒事象 
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 特定事象 

 原子力緊急事態 

 警戒事態 

 施設敷地緊急事態 

 全面緊急事態 

 情報収集事態 

旧計画 新計画 
村内震度５弱又は震度５強の地震 

原子炉への給水機能喪失、外部電源喪失の３時間以上継続、
原子炉の水位低下など 

敷地境界での放射線量の上昇、原子炉冷却材の漏洩、非常
用炉心冷却系の起動など 

非常用炉心冷却系の機能喪失、全電源の喪失、炉心の損傷
など 

主な修正箇所（新旧対照表のページ） 

Ｐ７ 第１章 第８節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置

の準備及び実施 

P18 第２章 第７節 緊急事態応急体制の整備 

P36 第３章 第３節 活動体制の確立  



 
○村は、県が実施する緊急時モ

ニタリングに協力する。 

緊急時モニタリング 
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主な修正箇所（新旧対照表のページ） 

P14 第２章 第４節 原子力防災専門官及び地方放射線モニタリング対策官との連携 

P20 第２章 第７節 １０．モニタリング体制 

P35 第３章 第２節 ４．放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

○国は、平時から地方放射線モ
ニタリング対策官を配置する。 

○国は、原子力災害時に緊急時
モニタリングセンターを設置
する。 

○村は、国、県、事業者等と連
携し緊急時モニタリングを実
施に協力する。 

旧計画 新計画 



 
○村は、事前配布も含め、県と

協力し、適時・適切な配布服
用のための体制を整備する。 

○国の方針、又は独自の判断に
より直ちに服用できるよう必
要な措置を講じる。 

安定ヨウ素剤の配布・服用 
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主な修正箇所（新旧対照表のページ） 

P25 第2章 第11節  ４．安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 

P46 第3章 第４節   ５．安定ヨウ素剤の予防服用 

○村は、県と連携し、PAZ圏内
（発電所５ｋｍ）を中心とし
て、原則、医師による説明会
を開催して事前配布を行う。 

○その他の地域には緊急時に配
布する体制を整備する。 

○村は国又は県の指示、もしく
は独自の判断により服用を指
示する。 

旧計画 新計画 

原子力災害対策指針
改正 



・災害時要援護者 
高齢者、障害者、外国人、乳幼
児、妊産婦等 

要配慮者 
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主な修正箇所（新旧対照表のページ） 

P23 第2章 第8節 ４．要配慮者の避難誘導・搬送体制等の整備 

P47 第3章 第4節 ７．要配慮者への配慮 

・要配慮者 
高齢者、障害者、外国人、乳幼児、
妊産婦、傷病者、入院患者等 
 

旧計画 新計画 
災害対策基本法改正 

なし 

避難行動要支援者 

主な修正箇所（新旧対照表のページ） 

P22 第2章 第8節 3．避難行動要支援者に関する措置 

・避難行動要支援者 
要配慮者のうち自ら避難すること

が困難であって、支援を要する者 
 

旧計画 新計画 
災害対策基本法改正 



・PAZ（発電所から５ｋｍ）圏
内の災害時要援護者 

施設敷地緊急事態要避難者 
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主な修正箇所（新旧対照表のページ） 

P31 第3章 第2節 施設敷地緊急事態発生等の連絡 

P43 第3章 第4節 １．避難、屋内退避等の防護措置の実施 

・施設敷地緊急事態要避難者 
PAZ圏内の要配慮者や安定ヨウ

素剤が服用できない者のうち早期
の避難が必要な者 

→その他の住民より早い段階で避
難する。 

旧計画 新計画 
原子力災害対策指針
改正 

その他、語句の修正及び記載の適正化 
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